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○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成２９年２月２１日厚生労働省告示第４６号）」が告示されたことに伴い、平成２９年

度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２９年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。


附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行し、

平成３０年３月３１日から適用する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。







○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成２９年２月２１日厚生労働省告示第４６号）」が告示されたことに伴い、平成２９年
度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２９年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。


附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行し、

平成３０年３月３１日から適用する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２８年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成２９年２月２１日厚生労働省告示第４６号）」が告示されたことに伴い、平成２９年
度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２９年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、▲．▲▲▲％を用いる。



附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行し、

平成３０年３月３１日から適用する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２８年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成２９年２月２１日厚生労働省告示第４６号）」が告示されたことに伴い、平成２９年
度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。

附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行し、

平成３０年３月３１日から適用する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２８年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成３０年３月３０日厚生労働省告示第１５１号）」が告示されたことに伴い、平成３０

年度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成３０年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。

附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成３０年３月３０日厚生労働省告示第１５１号）」が告示されたことに伴い、平成３０
年度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成３０年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。
附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２９年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成３０年３月３０日厚生労働省告示第１５１号）」が告示されたことに伴い、平成３０年

度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成３０年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、△．△△△％を用いる。
附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２９年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。







○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（平成３０年３月３０日厚生労働省告示第１５１号）」が告示されたことに伴い、平成３０

年度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。
附　則

この規程は、平成３０年○月○日から施行する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　平成２９年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。





○○○○企業年金基金選定代議員選定規程

第１章　総則

（趣　旨）

第１条　代議員会の選定代議員の選定に関しては、確定給付企業年金法（平成１３年法律第５０号。以下「法」という。）、確定給付企業年金法施行令（平成１３年政令第４２４号。以下「令」という。）及び○○○○企業年金基金規約（平成○年○月○日施行。以下「規約」という。）に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
（選定代議員の資格）

第２条　選定代議員は、事業主の立場を代表する者を、事業主において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちから選定する。


（公示の方法）

第３条　この規程による公示は、規約第○条第１項の公告の例により行う。

第２章　選定期日

（選定期日）

第４条　選定代議員の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。

２　選定代議員に欠員が生じたときは、事業主は、速やかに補欠の選定代議員を選定しなければならない。

３　選定代議員の定数の増員においては、理事長は、期日を定めて、増員の追加選定を行わせなければならない。

第３章　選定の手続き

（選定の依頼）

第５条　理事長は、各事業主（又は事業主代表）に選定代議員の選定を依頼する。（内部文書１）



（選定の方法）

第６条　選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により行うこととする。

２　選定代議員の選定は、次の各号に掲げる方法のいずれかを基本とし、これらの方法を希望しない事業主は、選定行為を現に基金の役員又は職員でない者に委任しなければならない。
　（１）事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を指名する方法
　（２）各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法
（選定結果の報告、通知及び公示）

第７条　選定代議員が定まったときは、各事業主（又は事業主代表）は、直ちに選定代議員の氏　　　名及び所属事業所の名称を理事長に報告しなければならない。（様式第１号）

２　前項において、他の事業主から選定権の委任を受けた各事業主（又は事業主代表）は、併せて当該委任状を理事長に通知するものとする。（内部文書２）

３　第１項の報告があったときは、理事長は、直ちに選定代議員本人にその旨を通知し、承諾書を取り付けるとともに、選定代議員の氏名及びその所属事業所の名称を公示しなければならない。（様式第２号、内部文書３、様式第３号）

第４章　選定の無効

（選定の無効）

第８条　選定代議員の選定は、規約及び規程に違反することがあって、選定の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、選定に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り選定の効力を失うことはない。
２　第４条第２項の規定は、選定が無効となった場合に、これを準用する。
附　則

この規程は、平成○年○月○日から施行する。
選定代議員選定に係る様式集
（内部文書１）
平成　　年　　月　　日
（所属事業所の名称）
　　　　　　　　　　殿
〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　印
選定代議員の選定依頼について
確定給付企業年金法第１８条第３項の規定により下記のとおり選定代議員の選定をお願い申し上げます。
記
１．選定代議員の定数　　　　　　名
２．選定代議員の決定日　　　平成　　年　　月　　日
（内部文書２）
委任状
企業年金基金の選定代議員の選定について
私は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　殿　に一切の権限を委任します。
なお、選定代議員の任期中（平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日迄の間）に欠員が生じた場合の補欠の選定についても、併せて委任します。
平成　　年　　月　　日
所在地
事業所名
事業主名　　　　　　　　　　　　　　　　印
（様式第１号）
平成　　年　　月　　日
〇〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　殿
代表事業主　〇〇　〇〇　印
選定代議員の選定結果について
下記の者を、平成　　年　　月　　日選定代議員に選定いたしましたので、通知いたします。
記
	選定代議員の氏名
	所属事業所の名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


（様式第２号）
基発第　　　　号
平成　　年　　月　　日
（所属事業所の名称）
　　　　　　　　　　殿
〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　印
選定代議員選定通知書
貴殿は、〇〇〇〇〇企業年金基金の選定代議員に選定されましたので通知いたします。
（任期）
自　　平成　　年　　月　　日
至　　平成　　年　　月　　日
（内部文書３）
平成　　年　　月　　日
〇〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　殿
氏名　〇〇　〇〇　印
承諾書
私儀　〇〇〇〇〇企業年金基金の選定代議員に就任することを承諾いたします。
（様式第３号）
基公示第　　　　号
平成　　年　　月　　日
〇〇〇〇〇企業年金基金
理事長　〇〇　〇〇　印
選定通知書
平成　　年　　月　　日に代表事業主（　　　　　　　　　　　　　殿）より選定された選定代議員は、下記のとおりである。
記
	選定代議員の氏名
	所属事業所の名称

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付年企発１１０８第１号）の発出により、代議員の定数が定められたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定数）

第○条　この基金の代議員の定数は、△△人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下「事業 主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。
　　　附　則

この規約は、平成○年○月○日から施行する。


	（定数）

第○条　この基金の代議員の定数は、○○人とし、その半数は、実施事業所の事業主（以下「事業 主」という。）において事業主（その代理人を含む。）及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入者において互選する。




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付年企発１１０８第１号）の発出により、総合型基金における選定代議員の選定方法が定められたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（選定代議員の選定）

第○条　事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。
２　前項の規定による選定代議員の選定は、選定の都度、全ての事業主により選定を行うこととし、次のいずれかの方法を基本とし、これらの方法を希望しない事業主は選定行為を現に役員又は職員でない者に委任しなければならない。

　一　事業主が他の事業主と共同で選定代議員候　　補者を指名する方法

　二　各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法
３　（略）

４　（略）

５　（略）

６　（略）
　　　附　則

この規約は、平成○年○月○日から施行する。


	（選定代議員の選定）

第○条　事業主において選定する代議員（以下「選定代議員」という。）の任期満了による選定は、互選代議員の選挙の日に行う。

２　（略）

３　（略）

４　（略）

５　（略）




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
２　代議員会に出席することのできない代議員は、第○条第１項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一～二　（略）

　三　出席した代議員の氏名、第○条第２項の規定により書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、平成○年○月○日から施行する。


	（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一～二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。


２　前項の場合において、代議員が令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものであるときは、本人から、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき賛否の意見を明らかにした書面（以下「賛否の意見を明らかにした書面」という。）を事前に徴し、これにより確認しなければならない。

３　第１項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。
４　前３項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。
５　（略）

（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。ただし、令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものは、この限りでない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少及び令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものから事前に徴した、賛否の意見を明らかにした書面を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一～二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）、書面参加した代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）
　四～六　（略）

２～３　（略）

　　　附　則

この規程は、平成○年○月○日から施行する。


	（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。

２　前項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。

３　前２項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。

４　（略）
（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一～二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。
２　（略）

３　代議員会は、代議員の求めに応じてテレビ会議システムを用いて行う。

（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所（テレビ会議システムを活用する場合にはその方法を含む。）を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法を含む。）
　二　（略）

　三　出席した代議員の氏名（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）及び第○条の規定により代理された代議員の氏名

　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、平成○年○月○日から施行する。


	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。

２　（略）
（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）
（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所
　

二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	（開会の宣言）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。
２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
３　テレビ会議システムを活用する場合には、議長は、出席代議員（開催場所外から出席する者も含む。）が相互に画像及び音声を正確に発信及び受信できていることを確認する。

（散会及び延会）
第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。
２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。
３　テレビ会議システムを活用した場合には、議長は、正常に議論が交わされ、システムが正常に稼働した状態で審議が終了したことを確認する。

（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法、並びに第○条第３項及び第○条第３項の確認事項を含む。）

　二　（略）
　三　出席した選定代議員の氏名（数）及び互選代議員の氏名（数）（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）
２～３　（略）
　　　附　則

この規程は、平成○年○月○日から施行する。


	（開会の宣言）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。

２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
（散会及び延会）

第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。

２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。

（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所
　二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）
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最低積立基準額の算定に用いる予定利率の変更に伴う財政運営規程変更について





【平成２９年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】





（１）現在、告示どおりの利率としている場合


①平成２９年度の財政検証も告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【変更の必要はありません】


②平成２９年度の財政検証は告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定める場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＡ】





（２）現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めている場合


①平成２９年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合・・・【パターンＢ】


現在の利率が、１．１６８％～１．７５２％の範囲内に収まらない場合は、パターンＣ又はＤの取扱いになります。


②平成２９年度の財政検証において現在の利率から変更する場合　・・・【パターンＣ】


③平成２９年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【パターンＤ】





【平成３０年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】





（１）現在、告示どおりの利率としている場合


①平成３０年度の財政検証も告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【変更の必要はありません】


②平成３０年度の財政検証は告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定める場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＥ】





（２）現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めている場合


①平成３０年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合・・・【パターンＦ】


現在の利率が、０．９９２％～１．４８８％の範囲内に収まらない場合は、パターンＧ又はＨの取扱いになります。　


②平成３０年度の財政検証において現在の利率から変更する場合　・・・【パターンＧ】


③平成３０年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【パターンＨ】





【パターンＡ】


現在、告示どおりの利率としており、平成２９年度の財政検証は告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定める場合  





１．１６８％～１．７５２％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





平成２９年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＢ】


現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めており、平成２９年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合


  





代議員会の議決日





平成２９年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＣ】


現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めており、平成２９年度の財政検証において現在の利率から変更する場合


  





１．１６８％～１．７５２％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





平成２９年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＤ】


現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めており、平成２９年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合  





代議員会の議決日





平成２９年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＥ】


現在、告示どおりの利率としており、平成３０年度の財政検証は告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定める場合  





０．９９２％～１．４８８％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＦ】


現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めており、平成３０年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合


  





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＧ】


現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めており、平成３０年度の財政検証において現在の利率から変更する場合


  





代議員会の議決日





０．９９２％～１．４８８％の範囲内で代議員会にて議決する利率





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＨ】


現在、告示の利率に０．８以上１．２以下の数値を乗じて得た利率の範囲内で利率を定めており、平成３０年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合  





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





選定代議員選出手続きの規程等への明文化（選定代議員選定規程の策定）について





「公告の方法」の条文（規約）





総合型基金はこの内容。（一定の要件を満たす基金には適用しない。（別紙１ Ｐ１７参照））単独・連合型基金では、各基金様の実情に応じて適宜修正ください。





代議員数の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金）





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








選定代議員選定方法の見直しに伴う規約変更について（総合型ＤＢ基金）





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ａ－１）書面参加により開催する場合の規約変更





「代議員会の招集手続」の条文





「定足数」の条文





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ａ－２）書面参加により開催する場合の代議員会会議規程変更





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｂ－１）テレビ会議システムやウェブ会議システム等により開催する場合の規約変更





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｂ－２）テレビ会議システムやウェブ会議システム等により開催する場合の�代議員会会議規程変更





「開会の宣言」の条文





「散会及び延会」の条文





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。
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